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会議名称 令和７年度第２回大阪府北摂ブロック福祉有償運送運営協議会 

開催日時 令和７年１０月３日（金） １４時から１６時まで 

開催場所 摂津市社会福祉協議会４階 研修室１ 

出 席 者 

【委員】会長：◎、副会長：〇 

◎三星委員、高橋委員、暮部委員、大南委員、桒原委員（代理田頭様）、 

中島委員（欠）、池口委員、〇榎谷委員、増本委員、由井委員（欠） 

【担当市町等】 

豊中市、高槻市、茨木市、池田市、豊能町、大阪府、摂津市 

【事務局】摂津市保健福祉部高齢介護課  

大北、担当 板東、速水 

【傍聴者】 

なし 

議事内容 

１ 開 会 

 三星会長による進行。 

 傍聴希望者なし。 

（事務局） 

資料の確認。 

 委員に配付した申請書類は個人情報のため、会議後回収の旨説明。 

 委員１０名中８名が出席のため会議が成立している旨説明。 

 

２ 申請書類の審査 

（１）豊中市 ２件 （更新２件） 

□特定非営利活動法人 ＣＩＬ豊中・・・資料１ 

（事業者） 

事業の現状と変更点の説明。今年４月に利用料金の改定（値上げ）をしたが、新規登

録者数が年々増加している。しかしながら、転居、死亡等により利用者数に大きな増

減はない。新規登録者数が年々増加している。また、障害者の方の利用が多い。財政

的には、何とか均衡を保っている状態。 

（委員） 

 運転者の適性検査において、年齢的に注意力持続の項目を重要視し指導するように指

摘。 

（事業者） 

 70 歳以上の高齢ドライバーの適性検査は更新（３年）を目途に実施という認識でよい

か。 

（委員） 

 お見込みのとおり。 

＜事業者一旦退出＞ 

（会長） 

更新申請について、承認することに異議はないか。 
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（委員による異議はなし） 

＜事業者再度入室＞ 

（会長） 

引き続きお願いしたい旨事業者へ説明。 

（事業者） 

審査終了後、意見として。このたびの関西・大阪万博において、福祉有償運送につい

て万博協会の関係者が全く認知していなかったため、利用に障害があった。 

（委員） 

同件について、大阪府から報告を受けている。 

 

□社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団・・・資料２ 

（事業者） 

事業の現状と変更点の説明。変更点は、運賃の見直しと運転手の変更。利用者数に大

きな増減はない。運転手については、大きなトラブルもなく運営できている。財政面

では、燃料費などの物価高騰が課題である。 

（委員） 

 交通違反のあった運転者への指導内容を確認。 

（事業者） 

違反のあった者には厳しく指導を行った。また他の者にも適性検査のうえ面談を実施

し、指導をしている。 

（委員） 

 資料の運転免許証の有効期限の部分が不鮮明であることについて指摘。 

（事業者） 

 適正なものと差し替える。 

（委員） 

 自家用有償旅客運送の更新登録の申請４.運送区域について確認。「豊中市」とするこ

と。 

（委員） 

 車両保険の更新がなされていることについて確認。 

＜事業者一旦退出＞ 

（会長） 

先ほどの指摘に基づく改善措置を求めることを前提として、更新申請について、異議は

ないか。 

（委員による異議はなし） 

＜事業者再度入室＞ 

（会長） 

引き続きお願いしたい旨事業者へ説明。 

 

（２）茨木市 ２件（更新２件）  

□特社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団・・・資料３ 
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（事業者） 

代表者が申請内容を説明。地域における移動手段の一つとして、一定の役割を果たし

ていると考えている。 

（委員） 

免許停止処分を受けた運転者について、自動車事故対策機構等が実施する適性診断の

受診について確認。今回の更新申請では当該運転者を申請から外すこと。 

（事業者） 

運転業務再開までに受診予定。受診が完了してから運転者として申請する。 

（委員） 

自動車保険について包括での契約となっており、使用する車両の契約が確認できな

い。申請書類内の文言や表記について確認。 

（事業者） 

 自動車保険の対象車両のリストを添付する。書類は適正なものと差し替える。 

＜事業者一旦退出＞ 

（会長） 

先ほどの指摘に基づく修正を求めることを前提として、更新申請について、異議はない

か。 

（委員による異議はなし） 

＜事業者再度入室＞ 

（会長） 

引き続きお願いしたい旨事業者へ説明。 

 

□特定非営利活動法人 アクティブネットワーク（更新）・・・資料４ 

（事業者） 

運転者の入れ替え等の軽微な変更があった。運営の現状は、運転者の確保が困難で、

担い手不足が深刻。 

（委員） 

運転者の講習修了証の氏名について確認。適性診断の内容と指導教育についてアドバ

イス。 

（事業者） 

 安全を心がけて取り組んでいく。 

（委員） 

 運転者の確保に、できる限りの工夫をして本事業の継続をお願いしたい。 

（会長） 

 官民の協働や補助体制の仕組みを考えていきたい。 

＜事業者一旦退出＞ 

（会長） 

更新申請について、承認することに異議はないか。 

（委員による異議はなし） 

＜事業者再度入室＞ 
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（会長） 

引き続きお願いしたい旨事業者へ説明。 

 

（池口委員） 

 自己紹介 

（増本委員） 

自己紹介 

（榎谷副会長） 

 公共交通について事例紹介 

 

３ 閉会 

（事務局） 

次回運営協議会は１２月９日（火）に開催予定。もし案件がない場合は中止とする。 

本日の申請書類については回収するので置いて帰っていただく旨を説明。 

 

 

 


